
2,4-D（案）

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼及び関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針

について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴い、食品中の農薬等のポジティ

ブリスト制度導入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しを含め、食品

安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会に

おいて審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

１．概要

（１）品目名：2,4-D[ 2,4-D (ISO) ]

以下の塩、エステルを含む。

2,4-Dナトリウム塩 [ 2,4-D-sodium monohydrate (ISO) ]

2,4-Dジメチルアミン塩 [ 2,4-D-dimethylammonium (ISO) ]

2,4-Dエチル[ 2,4-D-ethyl (ISO) ]

2,4-Dイソプロピルアミン塩[ 2,4-D-isopropylammonium (ISO) ]

（２）用 途：除草剤

フェノキシ系の除草剤である。オーキシン作用により植物の分裂組織を異常に活性化

して奇形を生じ、さらに呼吸の異常増進等によって生理機能を撹乱させることにより、

除草効果を示すと考えられている。

（３）化学名及びCAS番号

2,4-D

(2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid（IUPAC)

Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-（CAS：No. 94-75-7)

2,4-D ナトリウム塩

Sodium (2,4-dichlorophenoxy)acetate monohydrate（IUPAC)

Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, sodium salt, hydrate (1:1:1)

（CAS：No. 7084-86-8)

2,4-D ジメチルアミン塩

Dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy)acetate（IUPAC)

Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, compd. with N-methylmethanamine (1:1)

（CAS：No. 2008-39-1)

2,4-D エチル

Ethyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate（IUPAC)
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Acetic acid,2-(2,4-dichlorophenoxy)-, ethyl ester（CAS：No. 533-23-3)

2,4-D イソプロピルアミン塩

Isopropylammonium (2,4-dichlorophenoxy)acetate（IUPAC)

Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, compd. with 2-propanamine (1:1)

（CAS：No. 5742-17-6)

（４）構造式及び物性

分 子 式 C8H6Cl2O3

分 子 量 221.03

水溶解度 23 g/L（pH 7, 25℃)

分配係数 log10Pow ＝ -0.75（pH 7)

2,4-D

・H2O

分 子 式 C8H7Cl2NaO4

分 子 量 261.03

2,4-D ナトリウム塩

分 子 式 C10H13Cl2NO3

分 子 量 266.12

2,4-D ジメチルアミン塩
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分 子 式 C10H10Cl2O3

分 子 量 249.09

水溶解度 80.2 mg/L（20℃)

分配係数 log10Pow ＝ 3.33（23℃)

2,4-D エチル

分 子 式 C11H15Cl2NO3

分 子 量 280.14

2,4-D イソプロピルアミン塩
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２．適用の範囲及び使用方法

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。

使用時期、使用回数となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第

82号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。

また、綿実についてインポートトレランス申請がなされている。

（１）国内での使用方法

① 95.0%（80.5% ae）2,4-D水溶剤（2,4-Dナトリウム塩）

作物名 適用 使用時期

適

用

土

壌

使用量 本剤

の

使用

回数

使用方法
適用地

帯

2,4-D
を含む

農薬の

総使用

回数

薬量 希釈水量

水稲

水田

雑草

（イネ

科を

除く）

有効分げ

つ終止期

～幼穂形

成期前

(ただし

収穫 60日

前まで)

全

土

壌

50～60

g/10 a

70～100

L/10 a
1 回

落水散布

(あらかじ

め落水し､

雑草を十分

露出させ､

本剤所定量

を水に溶か

し噴霧機な

どで雑草の

茎葉に十分

かかるよう

に均一に散

布する｡)

南関東

以西(山

陰を除

く)

1 回40～50

g/10 a

南東北､

北関東､

東山､北

陸､山陰

40 g/10

a
北東北

幼穂形成

始期(た

だし収穫

60 日前ま

で)

30 g/10

a
北海道

ae: acid equivalent（2,4-D 当量）
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② 49.5%（41.1% ae）2,4-D液剤（2,4-Dジエチルアミン塩）

作物名 適用 使用時期

使用量 本剤の

使用

回数

使用方法

2,4-D を

含む農薬

の総使用

回数
薬量 希釈水量

水稲

水田雑草

（イネ科を

除く）

有効分げつ終

止期～幼穂形

成期前

ただし収穫 60

日前まで

80～120

g/10 a
70～100

L/10 a
1 回

落水散布

(あらかじめ

落水し､雑草

を十分露出さ

せ､水に希釈

して噴霧機な

どで雑草の茎

葉に十分かか

るように均一

に散布する｡)

1 回

幼穂形成始期

ただし収穫 60

日前まで

60 g/10 a

さとう

きび

一年生

及び

多年生

広葉雑草

植付後又は

株出管理後

30 日以降

雑草生育期

（草丈 30cm

以下）ただ

し収穫30日

前まで

300～500

g/10 a

100～150

L/10 a

3 回

以内

雑草茎葉

散布

3 回

以内

③ 1.4%（1.24% ae）2,4-D 粒剤（2,4-D エチル）

作物名 適用 使用時期
適用

土壌
使用量

本剤の

使用

回数

使用方法 適用地帯

2,4-D を

含む農薬

の総使用

回数

水稲

水田雑草

（イネ科

を除く）

有効分げつ

終止期～幼穂

形成期前

(ただし収穫

60 日前まで) 全土壌

3.0～4.5

kg/10 a

1 回

湛水散布

(あらか

じめ水田

の水の出

入りをと

め､湛水

のまま

10a 当た

り所定量

を全面に

均一散布

する)

北陸

東海

以西

1 回
3.0～3.5

kg/10 a

関東

東山

東北

幼穂形成始期

(ただし収穫

60 日前まで)

2.5～3

kg/10 a
北海道
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（２）海外での使用方法

① 34.05% 2,4-D イソプロピルアミン塩・21.97% 2,4-D ジメチルアミン塩液剤

（3.8 lbs ae/gal ae）液剤（米国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

アスパラガス
1.4～1.9 lb ae/acre
(1601～2135 g/ha)

2 回以内 収穫 3日前まで 散布

② 46.8% 2,4-D ジメチルアミン塩液剤（3.8 lbs ae/gal）（米国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

りんご、西洋なし
2.0 lb ae/acre
(1380 g ae/ha)

2 回以内 収穫 14 日前まで 散布

ホップ
0.5 lb ae/acre
(560 g ae/ha)

3 回以内 収穫 30 日前まで 散布

ばれいしょ
（Red potato）

0.07 lb ae/acre
(519 g ae/ha)

2 回以内 収穫 45 日前まで 散布

モロコシ
(Sorghum)

1.5 lb ae/acre
(1035 g ae/ha)

2 回以内 収穫 30 日前まで 散布

もも
1～2.1 lb ae/acre
(690～1449 g ae/ha)

2 回以内 収穫 14 日前まで 散布

③ 560 g ae/L 2,4-D ジメチルアミン塩（米国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

ブルーベリー
（ハイブッシュ種）

0.95 lb ae/acre
(952 g ae/ha)

1 回 発芽後 散布

④ 65.9% 2,4-D イソオクチル(2-エチルヘキシル)エステル液剤（3.8 lbs ae/gal）（米

国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

ブルーベリー
（ローブッシュ種）

0.95 lb ae/acre
(1066 g/ha)

1 回 発芽後
塗布処理

スポット処理

⑤ 28.9% 2,4-D イソオクチル（2‐エチルヘキシル）エステル顆粒剤（19.18% ae）（米

国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

クランベリー
2～4 lb ae/acre

4482 g/ha
1 回 休眠期

散布
（粒剤のみ）
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⑥ 24.4%（16.62% ae）2,4-D コリン塩・22.1%グリホサート液剤（米国）

作物名 1回当たり使用量 使用回数 使用時期 総使用回数 使用方法

棉 1062 g ae/ha

1 回
定植前か
ら発芽前
まで

3 回以内

散布

2 回以内

発芽後か
ら

収穫 30 日
前まで

散布

⑦ 44%（37% ae）2,4-D イソプロピルエステル乳剤（米国）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

レモン 1.19 mL/L 水 1 回 保存前 表面塗布

注）植物生長調整剤としての使用

⑧ 66.0%（43.7% ae）2,4-D 2-エチルヘキシルエステル乳剤（カナダ）

作物名 1 回当たり使用量 総使用量 使用回数 使用時期 使用方法

ばれいしょ
（Red potato）

78.5 g ai/ha 157 g ai/ha 2 回
収穫 24 日前

まで
散布

ai: active ingredient（有効成分）

⑨ 564 g ae/L 2,4-D ジメチルアミン塩（カナダ）

作物名 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 使用方法

ラズベリー 0.90 L/ha 2 回
開花期以外

収穫 30 日前まで
散布

⑩ 46.47% 2,4-D ジメチルアミン塩（米国）

作物名 使用時期 1 回当たり使用量 使用回数 使用時期 総使用量
使用方
法

小麦

発芽後 1.0 lb/acre 1 回
収穫14日
前まで

1.5
lbs/acre

未満 散布

収穫前 0.5 lb/acre 1 回
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３．作物残留試験

（１）分析の概要

【国内】

① 分析対象物質

・2,4-D

② 分析法の概要

ⅰ）2,4-D 及びその塩並びにエステル体

試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、酢酸エチルに転溶した後、n-ヘキサン/

アセトニトリル分配する。水酸化ナトリウム溶液で加水分解し、液体クロマトグラ

フ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で定量する。

または、試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、水酸化ナトリウム溶液で加水分

解する。C18カラム及びSAXカラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。

あるいは、試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、水酸化ナトリウム溶液で加水

分解する。酢酸エチルに転溶した後、シリカゲルカラムを用いて精製し、LC-MS/MS

で定量する。

定量限界：0.005～0.05 mg/kg

ⅱ）2,4-D 及び 2,4-D ナトリウム塩

試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、n-ヘキサン/アセトニトリル分配する。

ブチル化試薬を用いて 2,4-D をブチル化し、フロリジルカラムを用いて精製した後、

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ（GC-ECD）で定量する。

定量限界：0.005 mg/kg

ⅲ）2,4-D ジメチルアミン

試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、酢酸エチルに転溶した後、水酸化ナトリ

ウムで加水分解する。ジエチルエーテルで洗浄した後、塩酸酸性として酢酸エチル

に転溶し、液体クロマトグラフ・質量分析計（LC-MS）で定量する。

または、試料から塩酸酸性下アセトンで抽出し、ジエチルエーテルに転溶後 4%

炭酸水素ナトリウム溶液で抽出する。三フッ化ホウ素・ブタノール混液を加えて

2,4-D をブチル化し、フロリジルカラムを用いて精製した後、GC-ECD で定量する。

なお、2,4-D ジメチルアミンの分析値は換算係数 0.831 を用いて 2,4-D 濃度に換

算した値として示した。

定量限界： 0.0025～0.008 mg/kg（2,4-D 換算濃度）
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ⅳ）2,4-D エチル及び 2,4-D

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサン/アセトニトリル分配した後、2%炭酸ナ

トリウム溶液に溶解し、2,4-D エチルを n-ヘキサンで抽出した後、フロリジルカラ

ムを用いて精製し、GC-ECD で定量する。一方、水層には HCl・水（1:1）を加えて

2,4-D をジエチルエーテルに転溶する。ブチル化試薬を用いてブチル化し、フロリ

ジルカラムを用いて精製した後、GC-ECD で定量する。

定量限界：0.005 mg/kg

【海外】

① 分析対象物質

・2,4-D

・代謝物2,4-ジクロロフェノール（以下、代謝物Cという）

代謝物 C

② 分析法の概要

試料からメタノール・1.0 mol/L 水酸化ナトリウム溶液（9：1）混液で抽出し、n-

ヘキサンで洗浄する。水層に安定同位体内部標準物質を添加し、2 mol/L 塩酸を加え、

90±5℃で 60 分間以上保温し加水分解する。C18カラムを用いて精製した後、LC-MS/MS

で定量する。代謝物 C の分析値は、換算係数 1.36 を用いて 2,4-D 濃度に換算した値

として示した。

または、試料から 0.5 mol/L 水酸化カリウム含有エタノール・水（1:1）溶液で抽

出し、0.2 mol/L 塩酸にて還流し、C18カラムを用いて精製した後、ジアゾメタン又は

三フッ化ホウ素メタノール溶液でメチル化する。酸性アルミナカラムを用いて精製し

た後、GC-ECD 又は Hall 型電気伝導度検出器付きガスクロマトグラフ（GC-HECD）で

定量する。

定量限界： 2,4-D 0.01～0.05 mg/kg

代謝物C 0.01 mg/kg（2,4-D換算濃度）

（２）作物残留試験結果

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙 1-2 及び 1-3 を参照。

４．畜産物における推定残留濃度

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の結
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果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。

（１）飼料中の残留農薬濃度

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）に定める

飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって家畜が暴露さ

れうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。

成分規格等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮

定し、これに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大飼料由来負

荷（MDB)注1）及びSTMR dietary burden注2)を算出したところ、乳牛においてMDB及びSTMR

dietary burdenは共に936.22 ppm、肉牛においてそれぞれ188.30 ppm及び187.83 ppmと

推定された。産卵鶏及び肉用鶏については、MDBは0.415及び14.73 ppmと推定された。

注1）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼料品

目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露

されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。

注2)平均飼料由来負荷（STMR dietary burden又はmean dietary burden）: 飼料として用いられ

る全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得られ

た残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃度。

飼料中濃度として表示される。

（２）家畜残留試験（動物飼養試験）

① 乳牛における残留試験

乳牛（ホルスタイン種、3頭/群）に対して、1446、2890、5779及び8585 ppmの2,4-D

を含む充塡ゼラチンカプセルを28日間にわたり経口投与し、筋肉、脂肪、肝臓及び腎

臓に含まれる2,4-Dの濃度をGC-ECDで測定した。

また、乳汁については1日2回搾乳器で採取し、1日ごとに均一化したものを投与開

始1、3、7、11、14、18、21、24及び28日後に搾乳したものをGC-ECDで測定した。結

果は表1を参照。

表1．乳牛の組織中の残留濃度 (mg/kg)

1446 ppm 投与群 2890 ppm 投与群 5779 ppm 投与群 8585 ppm 投与群

筋肉
0.24 (最大) 0.51 (最大) 1.13 (最大) 1.02 (最大)

0.21 (平均) 0.41 (平均) 0.76 (平均) 1.00 (平均)

脂肪
0.51 (最大) 0.75 (最大) 3.55 (最大) 2.30 (最大)

0.42 (平均) 0.59 (平均) 2.50 (平均) 2.17 (平均)

肝臓
0.20 (最大) 2.44 (最大) 3.47 (最大) 3.80 (最大)

0.12 (平均) 1.90 (平均) 2.95 (平均) 3.05 (平均)

腎臓
6.48 (最大) 18.14 (最大) 29.06 (最大) 24.38 (最大)

3.84 (平均) 14.32 (平均) 16.52 (平均) 24.14 (平均)

乳 0.04 (平均) 0.12 (平均) 0.29 (平均) 0.47 (平均)

定量限界： 筋肉0.05 mg/kg、脂肪0.05 mg/kg、肝臓0.05 mg/kg、腎臓0.05 mg/kg、乳0.01 mg/kg

- 10 -



② 産卵鶏を用いた代謝試験

産卵鶏における残留試験は実施されていないが、放射性標識2,4-Dを用いた代謝試験

が実施されている。

産卵鶏（体重、5羽/群）3群（各）に対して、14C標識2,4-Dが飼料中濃度として18 ppm

含有するカプセルを7日間経口投与（1羽当たりの1日摂取量112～119 g）し､投与期間中

に採取した卵、最終投与後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓における総放射活性濃

度（TRR）をLSCで測定した。TRRと2,4-Dの存在比から求めた2,4-Dの卵及び食用組織中

濃度は、卵、脂肪、肝臓および腎臓において、それぞれ0.004 mg/kg、0.007 mg/kg、0.0054

mg/kg及び 0.55 mg/kgであった。

JMPRは最大残留濃度から推定した鶏におけるMDB（2.25 ppm）を考慮して筋肉、食用

部分、卵のSTMRは0 mg/kgとし、筋肉、脂肪、食用部位の最大残留濃度を0.05 mg/kg、

卵の最大残留濃度を0.01 mg/kgと設定している。

また、腎臓についてはMDBと代謝試験の結果から、最大残留濃度は0.068 mg/kgと算出

した。

（３）推定残留濃度

乳牛及び肉牛については、MDB及びSTMR dietary burdenと家畜残留試験結果から、畜

産物中の推定残留濃度を算出した。結果は表2を参照。

表2.畜産物中の推定残留濃度：牛(mg/kg)

筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳

乳牛
0.155

(0.136)

0.330

(0.272)

0.129

(0.078)

4.196

(2.486)

0.045

(0.026)

肉牛
0.031

(0.027)

0.066

(0.055)

0.026

(0.016)

0.844

(0.499)

上段：最大残留濃度 下段括弧内：平均的な残留濃度

５．ADI 及び ARfD の評価

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 1 号及び第 2 項の規定に基

づき、食品安全委員会あて意見を求めた 2,4-D に係る食品健康影響評価において、以下の

とおり評価されている。

（１）ADI

無毒性量：0.99 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。）

（動物種） ラット

（投与方法） 混餌

（試験の種類）慢性毒性/発がん性併合試験

（期間） 2年間

安全係数：100
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ADI：0.0099 mg/kg 体重/day

（参考）

評価に供された遺伝毒性試験の in vitro 試験の一部で陽性の結果が得られたが、

小核試験を始め in vivo 試験では陰性の結果が得られたので、2,4-D は生体にとって

問題となる遺伝毒性はないと結論されている。

（２）ARfD

無毒性量：15 mg/kg 体重

（動物種） 雌ラット

（投与方法） 強制経口

（試験の種類）急性神経毒性試験

安全係数：100

ARfD：0.15 mg/kg 体重

６．諸外国における状況

JMPR における毒性評価が行われ、1996 年に ADI が設定されており、2001 年に ARfD は設

定不要と評価されている。国際基準は小麦、とうもろこし等に設定されている。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において小

麦、綿実等に、カナダにおいて大豆、ばれいしょ等に、EU において小麦、ばれいしょ等に、

豪州においてばれいしょ、さとうきび等に、ニュージーランドにおいて柑橘類及び核果類

に基準値が設定されている。

７．基準値案

（１）残留の規制対象

2,4-D及びその塩並びにエステル体とする。

遺伝子組換え作物では、2,4-Dから代謝物Cへの代謝が促進されるため、代謝物Cは

2,4-Dと同程度もしくはより高濃度に検出される。しかしながら、代謝物Cは水や環境中

に存在しており、2,4-Dを使用しない場合でも食品中に残留する可能性があることから、

規制対象として、代謝物Cを含めないこととする。

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質

を 2,4-D 及び代謝物 C とし、畜産物中の暴露評価対象物質を 2,4-D（親化合物のみ）と

している。

（２）基準値案

別紙2のとおりである。

（３）暴露評価
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① 長期暴露評価

1日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細な

暴露評価は別紙 3参照。

EDI／ADI(%)注）

国民全体（1歳以上） 10.0

幼小児（1～6歳） 27.3

妊婦 12.5

高齢者（65 歳以上） 9.0

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集

計業務報告書による。

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

② 短期暴露評価

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1 歳以上）及び

幼小児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていな

い注）。詳細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度(HR)又は中央値(STMR)を用い、平成 17～

19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTI

を算出した。

（４）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の

成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残留基

準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。
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（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

4.5 kg/10 a 105 圃場A:<0.005

湛水散布 85 圃場B:<0.005

84 圃場A:<0.005

44 圃場B:<0.005 (#)
注2)

84 圃場A:<0.005

44 圃場B:<0.005 (#)

45,53,59 圃場A:<0.01 (1回,59日)

45,53,60 圃場B:<0.01

12 ,28 ,42 圃場A:<0.01 (3回,42日)(#)

14 ,26 ,42 圃場B:<0.01 (3回,42日)(#)

45,53,59 圃場A:<0.01 (1回,59日)

45,53,60 圃場B:<0.01

4.5 kg/10 a 45,53,59 圃場A:<0.01 (1回,59日)

湛水散布 45,53,60 圃場B:<0.01

94,124,157 圃場A:0.020 (1回,94日)

99,127,152,173,210 圃場B:0.024 (1回,173日)

28,57,71 圃場A:0.008 (2回,57日)

89,147,161 圃場B:0.010 (2回,147日)

14 ,29,60,90 圃場A:0.020 (3回,29日)

14 ,29,59,89 圃場B:0.012 (3回,29日)

2
49.5%液剤

（2,4-Dジメチル
アミン塩）

1

さとうきび
（茎）

500 g/10 a
散布

2
1.4%粒剤

(2,4-Dエチル）
1

2
95.0%水溶剤

（2,4-Dナトリウ
ム塩）

1

2
49.5%液剤

（2,4-Dジメチル
アミン塩）

3

2
49.5%液剤

（2,4-Dジメチル
アミン塩）

1

2
49.5%液剤

（2,4-Dジエチル
アミン塩）

1

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

2,4-Dの作物残留試験一覧表（国内）

2
1.4%粒剤

(2,4-Dエチル）
1

3

水稲
（玄米）

50 g/10 a
落水散布

100 g/10 a
落水散布

120 g/10 a
落水散布

200  g/10 a
畦畔処理

60 g/10 a
落水散布

2
95.0%水溶剤

（2,4-Dナトリウ
ム塩）

1

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験
（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫ま
での期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回
数及び経過日数について（　）内に記載した。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試
験条件を斜体で示した。

2
49.5%液剤

（2,4-Dジメチル
アミン塩）

500 g/10 a
散布

2

2
49.5%液剤

（2,4-Dジメチル
アミン塩）

500 g/10 a
散布
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

14 圃場A:0.129/-

14 圃場B:0.307/-

14 圃場C:0.155/-

14 圃場D:0.451/-

14 圃場E:0.169/-

14 圃場F:0.124/-

30 圃場A:<0.01/-

30 圃場B:<0.01/-

30 圃場C:0.012/-

30 圃場D:<0.01/-

1 圃場A:6.0(#)
注3）

/-

1 圃場B:14.8(#)/-

1 ,2 ,3 圃場C:2.9(2回,3日)(#)/-

3 圃場D:3.44(2回,3日)(#)/-

112 圃場A:0.412/-

112 圃場B:0.497/-

圃場A:<0.01/-

圃場B:<0.01/-

圃場C:<0.01/-

圃場D:<0.01/-

14 圃場A:<0.01/-

14 圃場B:<0.01/-

14 圃場C:<0.01/-

14 圃場D:<0.01/-

15 圃場E:<0.01/-

13 圃場F:<0.01/-

14 圃場A:<0.01/-

もも 3 2 13 圃場B:<0.01/-

16 圃場C:<0.01/-

1.4 lb ae/acre

(計2.8 lb ae/acre)

2.8 lb ae/acre

(計5.6 lb ae/acre)

1.4 lbs ae/acre

(計2.8 lb ae/acre)

2.8 lb ae/acre

(計5.6 lb ae/acre)

1.4 lb ae/acre

(計2.8 lb ae/acre)

1.4 lb ae/acre

(計2.8 lb ae/acre)

2,4-Dの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【2,4-D/代謝物C】
注2)

小麦 6
2,4-Dジメチ
ルアミン液

剤
1.25+0.50 lb ae/acre

1

2

モロコシ 14

46.8%2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal)

1.0 lb ae/acre

14

アスパラガス 4

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

2.0 lb ae/acre
(計4.0 lb ae/acre)

2

レモン 2

44%（37%
ae）2,4-D
イソプロピ
ルエステル

乳剤

1.19 mL/L

2.85 lb ae/acre
(計4.0 lb ae/acre)

りんご 4

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

2.0 lb ae/acre
(計4.0 lb ae/acre)

2

30

29

西洋なし 6

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

2.0 lb ae/acre

(計4.0 lb ae/acre)
2

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

圃場A:<0.01(#)/-

圃場B:<0.01(#)/-

28

圃場C:<0.01(#)/-

圃場D:<0.01(#)/-

31 圃場E:0.013(#)/-

圃場F:0.011(#)/-

ブルーベリー
(ハイブッシュ

種)
6

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

2
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

2,4-Dの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【2,4-D/代謝物C】
注2)

塗布処理：1 lb ae/acre 55週間 圃場A:<0.05(#)/-

スポット処理：1.2 lb
ae/acre

41週間 圃場B:<0.05(#)/-

ラズベリー 1

42.3% 液剤
（N-オレイ
ル-1,3-プロ
ピレンジア
ミン塩+酸）

2.8 lb ae/acre 1 24 圃場A:<0.05(#)/<0.05(#)

28 圃場A:<0.05(#)/-

29 圃場B:<0.05(#)/-

30 圃場C:0.053(#)/-

44 圃場C:<0.05(#)/-

24 圃場D:0.085(#)/-

59 圃場E:<0.05/-

28 圃場F:<0.05(#)/-

67 圃場G:0.069/-

45 圃場H:0.082/-

50 圃場I:0.05(#)/-

0.35 lb ae/acre
(計0.70 lb ae/acrea)

50 圃場J:0.064(#)/-

0.07 lb ae/acre
(計0.14 lb ae/acrea)

50 圃場K:<0.005(#)/-

0.35 lb ae/acre
(計0.70 lb ae/acrea)

50 圃場L:0.052(#)/-

ブルーベリー
(ローブッシュ

種)
2

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

1

クランベリー 2

19.4% イソ
オクチル（2
‐エチルヘ
キシル）エ
ステル顆粒

剤
+

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

4.0 lb ae/acre
+

1.2 lb ae/acre
1+2 30

圃場A:0.061(#)/-

圃場B:<0.02(#)/-

ホップ 3

46.8% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

0.5 lbs ae/acre
(計1.5 lbs ae/acre)

3

ばれいしょ
（Red

potato）
12

46.5% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

発芽前土壌散布：2.04 lb
ae/acre

＋
葉面散布：0.070, 0.071 lb

ae/acre
（計2.18 lbs ae/acre）

1+2 46 圃場A:<0.05(#)/-

発芽前土壌散布：1.98 lb
ae/acre

＋
葉面散布：0.069, 0.071 lb

ae/acre
（計2.12 lb ae/acre）

1+2 44 圃場B:0.15(#)/-

46.5% 2,4-D
ジメチルア
ミン液剤
(3.8 lbs
ae/gal）

0.07 lb ae/acre
(計0.14 lb ae/acrea)

2

71.26% 2,4-
Dイソオクチ
ルエステル
液剤（46.6%

ae）
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

2,4-Dの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【2,4-D/代謝物C】
注2)

綿実 16

 56.3%2,4-D
コリン塩水
溶剤(446 g

ae/L)

3

81 圃場A:<0.01/0.107(#)

113 圃場B:<0.01/0.056(#)

79 圃場C:0.016/0.095(#)

57 圃場D:0.070/0.135(#)

74 圃場E:<0.01/0.065(#)

84 圃場F:<0.01/0.112(#)

79 圃場G:<0.01/0.016(#)

77 圃場H:<0.01/0.033(#)

84 圃場I:<0.01/0.044(#)

87 圃場J:<0.01/0.048(#)

70 圃場K:<0.01/0.207(#)

81 圃場L:<0.01/0.190(#)

51,58,65,72,79 圃場M:<0.01/0.125(3回,51日)(#)

61,69,76,83,90 圃場N:<0.01/0.087(3回,61日)(#)

79,86,93,100,107圃場O:0.014/0.287(3回,107日)(#)

82,89,96,103,111圃場P:<0.010/0.110(3回,89日)(#)

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物
残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を
示した。

注2）代謝物Cの残留濃度は、2,4-D濃度に換算した値を示した。

注3）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で試験が行われていないことを示す。また、適用範
囲内ではない試験条件を斜体で示した。
-:分析せず

1124.2,1131.7,1128.3 g ae/
ha(計3384.2 g ae/ha)

1146.5,1127.5,1142.7 g ae/
ha(計3416.7 g ae/ha)

1113.0,1140.0,1095.7 g ae/
ha(計3348.6 g ae/ha)

1129.0,1114.7,1145.7 g ae/
ha(計3389.4 g ae/ha)

1126.1,1127.0,1121.5 g ae/
ha(計3374.5 g ae/ha)

1149.5,1133.1,1125.7 g ae/
ha(計3408.2 g ae/ha)

1117.4,1119.5,1139.4 g ae/
ha(計3376.3 g ae/ha)

1122.2,1121.4,1123.6 g ae/
ha(計3367.1 g ae/ha)

1126.8,1125.5,1116.3 g ae/
ha(計3368.6 g ae/ha)

1118.5,1110.7,1112.2 g ae/
ha(計3341.4 g ae/ha)

1112.4,1130.2,1125.0 g ae/
ha(計3367.6 g ae/ha)

1121.8,1128.4,1124.7 g ae/
ha(計3374.9 g ae/ha)

1136.8,1148.9,1113.4 g ae/
ha(計3399.1 g ae/ha)

1078.6,1124.1,1121.0 g ae/
ha(計3323.7 g ae/ha)

1131.4,1095.7,1098.2 g ae/
ha(計3325.3 g ae/ha)

1139.1,1100.7,1106.3 g ae/
ha(計3346.1 g ae/ha)
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（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

87.3, 81.7 g ai/ha

(計169.0 g ai/ha)

78.7, 79.8 g ai/ha

(計158.5 g ai/ha)

76.8, 78.0 g ai/ha

(計154.8 g ai/ha)

80.1, 78.7 g ai/ha

(計158.8 g ai/ha)

79.0, 78.6 g ai/ha

(計157.6 g ai/ha)

98.1, 79.0 g ai/ha

(計177.1 g ai/ha)

2,4-Dの作物残留試験一覧表（カナダ）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）注1)

66.0%2,4-D
エチルヘキ
シルエステ

ル
 (wt/vol)乳

剤

2

21 ,25,30,36

26

圃場A:0.0172(2回,25日)

22 圃場B:0.0657(#)注2）

25 圃場C:0.1118

圃場D:0.0992

22 圃場E:0.0246(#)

23 圃場F:0.0439(#)

ばれいしょ
(Red Potato)

6

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試
験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収
穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留量が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留量が得られた場合は、その使
用回数及び経過日数について（　）内に記載した。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で試験が行われていないことを示す。また、適用範囲内で
はない試験条件を斜体で示した。
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農薬名 2,4-D
（別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） 0.05 0.1 ○ <0.01,<0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 2 0.5 2

大麦 2 0.5 2.0 米国 【0.124～0.451(n=6)(小麦)（米国）】

ライ麦 2 0.5 2

とうもろこし 0.05 0.05 0.05

そば 0.2
その他の穀類 2 0.5 0.01 【<0.01～0.012(n=4)(モロコシ)(米

国)】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.01 0.05 0.01

小豆類 0.05

えんどう 0.05

そら豆 0.05

らっかせい 0.05
その他の豆類 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.4 0.2 0.2 0.4 米国 【<0.05～0.15(#)(n=12)(米国)、

0.0172～0.1118(#)(n=6)(Red
potato)(カナダ)】

さといも類（やつがしらを含む。） 0.05
かんしょ 0.05
やまいも（長いもをいう。） 0.05
こんにゃくいも 0.05
その他のいも類 0.05zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 0.08

さとうきび 0.1 0.05 ○・申 0.05 0.020,0.024
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.08

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05
かぶ類の根 0.08

かぶ類の葉 0.05
西洋わさび 0.08

クレソン 0.08
はくさい 0.08
キャベツ 0.08
芽キャベツ 0.08
ケール 0.08
こまつな 0.08
きょうな 0.08
チンゲンサイ 0.08
カリフラワー 0.08
ブロッコリー 0.08
その他のあぶらな科野菜 0.08
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごぼう 0.08

サルシフィー 0.08

アーティチョーク 0.05

チコリ 0.08
エンダイブ 0.08
しゅんぎく 0.08
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.08
その他のきく科野菜 0.08
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.05
ねぎ（リーキを含む。） 0.05
にんにく 0.05

にら 0.05
アスパラガス 5 5 5.0 米国 【2.9(#),3.44(#)(米国)】

わけぎ 0.05
その他のゆり科野菜 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

外国
基準値

ppm

参考基準値
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農薬名 2,4-D
（別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値

ppm

参考基準値

にんじん 0.08
パースニップ 0.08

パセリ 0.08
セロリ 0.08
みつば 0.05

その他のせり科野菜 0.08
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 0.2
ピーマン 0.08
なす 0.08
その他のなす科野菜 0.08
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.08
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.08
しろうり 0.08

すいか 0.08
メロン類果実 0.08
まくわうり 0.08
その他のうり科野菜 0.08zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 0.08

たけのこ 0.05
オクラ 0.05
しょうが 0.05

未成熟えんどう 0.05

未成熟いんげん 0.05

えだまめ 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
マッシュルーム 0.05

しいたけ 0.05
その他のきのこ類 0.05zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 0.07
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.01
なつみかんの果実全体 1 2 1

レモン 3 2 1 3.0 米国 【0.412,0.497(米国)】

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1 2 1

グレープフルーツ 1 2 1

ライム 1 2 1

その他のかんきつ類果実 1 2 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.05 0.01 0.01 0.05 米国 【<0.01(n=4)(米国)】

日本なし 0.01 0.01 0.01

西洋なし 0.05 0.01 0.01 0.05 米国 【<0.01(n=6)(米国)】

マルメロ 0.01 0.01 0.01

びわ 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.05 0.2 0.05 米国 【<0.01(n=3)(米国)】

ネクタリン 0.05 0.2 0.05

あんず（アプリコットを含む。） 0.05 5 0.05

すもも（プルーンを含む。） 0.05 0.2 0.05

うめ 0.05 0.2 0.05

おうとう（チェリーを含む。） 0.05 0.2 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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農薬名 2,4-D
（別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値

ppm

参考基準値

いちご 0.1 0.05 0.1
ラズベリー 0.2 0.1 0.1 0.2 米国 【米国ラズベリー (<0.05)(n=1),ブ

ルーベリー(<0.01～
0.013(#)(n=8))】

ブラックベリー 0.2 0.1 0.1 0.2 米国 【米国ラズベリー、ブルーベリー参
照】

ブルーベリー 0.2 0.1 0.1 0.2 米国 【米国ラズベリー、ブルーベリー参
照】

クランベリー 0.5 0.5 0.1 0.5 米国 【<0.02,0.061(米国)】

ハックルベリー 0.2 0.1 0.1 0.2 米国 【米国ラズベリー、ブルーベリー参
照】

その他のベリー類果実 0.2 0.1 0.1 0.2 米国 【米国ラズベリー、ブルーベリー参
照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 0.1 0.5 0.1

かき 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
バナナ 0.05
キウィー 0.05
パパイヤ 0.05
アボカド 0.08
パイナップル 0.05
グアバ 0.05
マンゴー 0.05
パッションフルーツ 0.05
なつめやし 0.05zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 0.2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 0.05
ごまの種子 0.05

べにばなの種子 0.05

綿実 0.08 0.05 IT 0.08 米国 【<0.01～0.07(n=16)(綿実)(米国)】

なたね 0.05

その他のオイルシード 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぎんなん 0.2 0.2 0.2

くり 0.2 0.2 0.2
ペカン 0.2 0.2 0.2
アーモンド 0.2 0.2 0.2
くるみ 0.2 0.2 0.2

その他のナッツ類 0.2 0.2 0.2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ホップ 0.2 0.08 0.2 米国 【<0.05,<0.05,0.053(米国)】zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 1 2 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 0.08
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
牛の筋肉 0.2 0.2 0.2 【推：0.155】

豚の筋肉 0.2 0.2 0.2 【牛の筋肉参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.2 0.2 0.2 【牛の筋肉参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
牛の脂肪 0.4 0.2 【推：0.330】

豚の脂肪 0.4 0.1 【牛の脂肪参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.4 0.2 【牛の脂肪参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
牛の肝臓 5 5 5 【推：0.129】

豚の肝臓 5 5 5 【牛の肝臓参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 5 5 5 【牛の肝臓参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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農薬名 2,4-D
（別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値

ppm

参考基準値

牛の腎臓 5 5 5 【推：4.196】

豚の腎臓 5 5 5 【牛の腎臓参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 5 5 5 【牛の腎臓参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
牛の食用部分 5 5 5 【牛の腎臓及び肝臓参照】

豚の食用部分 5 5 5 【牛の腎臓及び肝臓参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 5 5 5 【牛の腎臓及び肝臓参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
乳 0.03 0.01 0.01 【推：0.026】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の筋肉 0.05 0.05 0.05 【推<0.05】

その他の家きんの筋肉 0.05 0.05 0.05 【鶏の筋肉参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の脂肪 0.05 0.05 【推<0.05】

その他の家きんの脂肪 0.05 0.05 【鶏の脂肪参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の肝臓 0.05 0.05 0.05 【推<0.05】

その他の家きんの肝臓 0.05 0.05 0.05 【鶏の肝臓参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の腎臓 0.07 0.05 0.05 【推<0.07】

その他の家きんの腎臓 0.07 0.05 0.05 【鶏の腎臓参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の食用部分 0.05 0.05 0.05 【鶏の腎臓及び肝臓「参照】

その他の家きんの食用部分 0.05 0.05 0.05 【鶏の腎臓及び肝臓参照】zzz #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A

#N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A

#N/A #N/A
鶏の卵 0.01 0.01 0.01 【推<0.01】

その他の家きんの卵 0.01 0.01 0.01 【鶏の卵参照】zzz #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A

#N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A

#N/A #N/A
魚介類（さけ目魚類に限る。） 1
魚介類（うなぎ目魚類に限る。） 1
魚介類（すずき目魚類に限る。） 1
魚介類（その他の魚類に限る。） 1
魚介類（貝類に限る。） 1
魚介類（甲殻類に限る。） 1
その他の魚介類 1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A
#N/A #N/A

ミネラルウォーター類 0.03 0.03 0.03注）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。

「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留量であることを示している。
(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

注）WHO飲料水水質ガイドラインのGuideline Valueに基づき設定（Guideline Value:WHOにおいて各国の規制当局と給水サー
ビス提供者による飲料水水質の維持・向上を目的に設定されるWHO飲料水水質ガイドラインにおいて、飲料水水質を評価する
ための基礎となる数値であり、生涯にわたって摂取した場合、摂取者の健康に重大なリスクを起こさない濃度を示す。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。
「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につ
いては、太枠線で囲んで示した。
「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。
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(別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

高齢者
(65歳以上）

EDI

米（玄米をいう。） 0.05 0.01 8.2 1.6 4.3 0.9 5.3 1.1 9.0 1.8zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 2 0.22 119.6 13.2 88.6 9.7 138.0 15.2 99.8 11.0
大麦 2 0.451 10.6 2.4 8.8 2.0 17.6 4.0 8.8 2.0
ライ麦 2 0.22 0.2 0.0 0.2 0.0 1.0 0.1 0.2 0.0
とうもろこし 0.05 ● 0.05 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
その他の穀類 2 0.01 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.01 ● 0.01 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.4 0.0604 15.4 2.3 13.6 2.1 16.8 2.5 14.0 2.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
さとうきび 0.1 0.022 9.8 2.2 8.4 1.8 12.4 2.7 10.0 2.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
アスパラガス 5 3.17 8.5 5.4 3.5 2.2 5.0 3.2 12.5 7.9zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
なつみかんの果実全体 1 0.3 1.3 0.4 0.7 0.2 4.8 1.4 2.1 0.6
レモン 3 0.45 1.5 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 1.8 0.3
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1 0.3 7.0 2.1 14.6 4.4 12.5 3.8 4.2 1.3
グレープフルーツ 1 0.3 4.2 1.3 2.3 0.7 8.9 2.7 3.5 1.1
ライム 1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
その他のかんきつ類果実 1 0.3 5.9 1.8 2.7 0.8 2.5 0.8 9.5 2.9zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.05 0.01 1.2 0.2 1.5 0.3 0.9 0.2 1.6 0.3
日本なし 0.01 ● 0.01 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
西洋なし 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
マルメロ 0.01 ● 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
もも 0.05 0.01 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0
ネクタリン 0.05 ● 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
あんず（アプリコットを含む。） 0.05 ● 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
すもも（プルーンを含む。） 0.05 ● 0.05 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
うめ 0.05 ● 0.05 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
おうとう（チェリーを含む。） 0.05 ● 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 0.1 0.05 0.5 0.3 0.8 0.4 0.5 0.3 0.6 0.3
ラズベリー 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブラックベリー 0.2 0.041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ブルーベリー 0.2 0.02 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
クランベリー 0.5 0.041 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
ハックルベリー 0.2 0.041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のベリー類果実 0.2 0.041 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ぶどう 0.1 0.0001 0.9 0.0 0.8 0.0 2.0 0.0 0.9 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
綿実* 0.08 0.121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぎんなん 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
くり 0.2 0.05 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
ペカン 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アーモンド 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
くるみ 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のナッツ類 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ホップ 0.2 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く） 5 2.745 7.0 3.8 4.0 2.2 24.0 13.2 4.5 2.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
陸棲哺乳類の乳類 0.03 0.028 7.9 7.4 10.0 9.3 10.9 10.2 6.5 6.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの肉類 0.07 0.0001 1.5 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 1.1 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.01 0.0001 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0

計 237.0 54.7 185.4 44.6 293.4 72.3 210.3 49.9
ADI比（％） 43.4 10.0 113.5 27.3 50.7 12.5 37.9 9.0

2,4-D推定摂取量 （単位：μg／人／day)
暴露評価に
用いた数値

（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)

●：個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値（案）の数値を用いた。
小麦、ライ麦、とうもろこし、大豆、なつみかんの果実全体、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、マルメロ、ネクタリン、あん
ず（アプリコットを含む。）すもも（プルーンを含む。）うめ、おうとう（チェリーを含む。）、いちご、ぶどう、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモン
ド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、陸棲哺乳類の肉類、陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く）、家禽の肉類及び家禽の卵類については、JMPRの評価に用い
られた残留試験データを用いてEDI試算をした。

*綿実については、代謝物Cも含めて暴露評価を行った。

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。また、
EDI計算では、畜産物中の平均的な残留農薬濃度を用い、摂取量の筋肉及び脂肪の比率をそれぞれ80％、20％として試算した。
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（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

米（玄米） 米 0.05 ○ 0.01 0.1 0

小麦 小麦 2 ○ 0.22 0.3 0

大麦 2 ○ 0.22 0.2 0
とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 0.6 0
大豆 大豆 0.01 ○ 0 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.4 ○ 0.05 0.5 0
アスパラガス アスパラガス 5 5 10.4 7
なつみかんの果実全体 なつみかん 1 1 12.4 8
レモン レモン 3 3 6.3 4

オレンジ 1 1 9.4 6
オレンジ果汁 1 ○ 0.73 7.3 5

グレープフルーツ グレープフルーツ 1 1 17.2 10
きんかん 1 1 2.4 2
ぽんかん 1 1 10.5 7
ゆず 1 1 1.6 1
すだち 1 1 1.6 1
りんご 0.05 ○ 0.01 0.1 0
りんご果汁 0.05 ○ 0.01 0.1 0

日本なし 日本なし 0.01 ○ 0 0.0 0
西洋なし 西洋なし 0.05 ○ 0.01 0.1 0
もも もも 0.05 0.05 0.7 0
すもも（プルーンを含む。） プルーン 0.05 ○ 0 0.0 0
うめ うめ 0.05 ○ 0 0.0 0
おうとう（チェリーを含む。） おうとう 0.05 ○ 0 0.0 0
いちご いちご 0.1 ○ 0.05 0.2 0
ブルーベリー ブルーベリー 0.2 ○ 0.05 0.1 0
ぶどう ぶどう 0.1 ○ 0 0.0 0
ぎんなん ぎんなん 0.2 ○ 0.02 0.0 0

くり くり 0.2 ○ 0.02 0.0 0

アーモンド アーモンド 0.2 ○ 0.02 0.0 0

くるみ くるみ 0.2 ○ 0.02 0.0 0

ホップ ホップ 0.2 ○ 0.05 0.0 0

2,4-Dの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

その他のかんきつ類果実

大麦

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

評価に用い
た数値
(ppm)

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

米（玄米） 米 0.05 ○ 0.01 0.1 0
小麦 小麦 2 ○ 0.22 0.6 0
とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 1.2 1
大豆 大豆 0.01 ○ 0 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.4 ○ 0.05 1.1 1

オレンジ 1 1 26.9 20
オレンジ果汁 1 ○ 0.73 13.0 9
りんご 0.05 ○ 0.01 0.3 0
りんご果汁 0.05 ○ 0.01 0.3 0

日本なし 日本なし 0.01 ○ 0 0.0 0

もも もも 0.05 0.05 2.1 1

うめ うめ 0.05 ○ 0 0.0 0
いちご いちご 0.1 ○ 0.05 0.5 0
ぶどう ぶどう 0.1 ○ 0 0.0 0
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：最高残留濃度（HR）又は中央値(STMR)を用いて短期摂取量を推計した。

2,4-Dの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

評価に用いた
数値
(ppm)
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答申（案） 

2,4-D

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/A米（玄米をいう。） 0.05

#N/A#N/A小麦 2
大麦 2
ライ麦 2
とうもろこし 0.05

その他の穀類注1） 2
#N/A#N/A大豆 0.01
#N/A#N/Aばれいしょ 0.4
#N/A#N/Aさとうきび 0.1

#N/Aアスパラガス 5
#N/A#N/Aなつみかんの果実全体 1

レモン 3
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1
グレープフルーツ 1
ライム 1

その他のかんきつ類果実注2） 1
#N/A#N/Aりんご 0.05

日本なし 0.01
西洋なし 0.05
マルメロ 0.01

#N/A#N/Aもも 0.05
ネクタリン 0.05
あんず（アプリコットを含む。） 0.05
すもも（プルーンを含む。） 0.05
うめ 0.05
おうとう（チェリーを含む。） 0.05

#N/A#N/Aいちご 0.1
ラズベリー 0.2
ブラックベリー 0.2
ブルーベリー 0.2
クランベリー 0.5
ハックルベリー 0.2

その他のベリー類果実注3） 0.2
#N/A#N/Aぶどう 0.1
#N/A#N/A綿実 0.08
#N/A#N/Aぎんなん 0.2

くり 0.2
ペカン 0.2
アーモンド 0.2
くるみ 0.2

その他のナッツ類注4） 0.2
#N/A#N/Aホップ 0.2zzz
#N/A

今回基準値を設定する2,4-Dとは、2,4-D及びそ
の塩並びにエステル体を2,4-Dに換算したものの
和をいう。

注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小
麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のも
のをいう。

注2）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ
類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかん
の外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレ
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外
のものをいう。

注3）「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実
のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブ
ルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外
のものをいう。

注4）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎ
んなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外
のものをいう。
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残留基準値

食品名

ppmzzz
#N/Aその他のスパイス注5） 1zzz
#N/A

zzz
#N/A牛の筋肉 0.2

豚の筋肉 0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物注6）の筋肉 0.2
#N/A#N/A牛の脂肪 0.4

豚の脂肪 0.4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.4zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 5
豚の肝臓 5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 5

#N/A#N/A牛の腎臓 5
豚の腎臓 5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 5

#N/A#N/A牛の食用部分注7） 5

豚の食用部分 5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 5zzz

#N/A
zzz

#N/A乳 0.03zzz
#N/A

zzz
#N/A鶏の筋肉 0.05

その他の家きん注8）の筋肉 0.05
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.05

その他の家きんの脂肪 0.05
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.05

その他の家きんの肝臓 0.05
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.07

その他の家きんの腎臓 0.07
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.05

その他の家きんの食用部分 0.05
zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.01
その他の家きんの卵 0.01
zzz #N/Azzz #N/Aミネラルウォーター類 0.03

注5）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西
洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パ
プリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、
ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注6）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、
陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外
のものをいう。

注7）「食用部分」とは、食用に供される部分のう
ち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をい
う。

注8）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以
外のものをいう。
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